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令和８年（2026 年）４月２２日 

北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課 

  



１ 落札決定基準の位置付け 

この落札者決定基準は、北海道が実施する令和８年度道外医師等移住ＰＲ冊子の制作・活用委託業務

の総合評価一般競争入札に係る申込みをした者のうち、価格その他条件が最も有利な者を決定するため

の基準を示すものである。 

 

２ 総合評価による落札者の決定方法 

入札書に記載された業務の入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、入札価格に係る評価

点（以下「価格評価点」という。）と入札価格以外の要素に係る評価点（以下「 技術評価点」とい。）

を合計して得た数値が最も高い入札者（以下「最も有利な入札者」という。）を落札者とする。 

なお、最も有利な入札者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定すること

とし、当該入札者のうち出席しない者、または、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係

のない職員に、これに代わってくじを引かせて落札者を決定する。 

 

３ 価格評価点と技術評価点の配分得点 

価格評価点と技術評価点の配分得点は次のとおりとする。 

なお、価格評価点と技術評価点の配分については、入札者の提案内容によって当該業務の成果に大き

く影響を受けることから、技術評価点に重点を置いた総合評価を行うこととし、価格評価点：技術評価

点＝１：３ とする。 

配点合計 
  

価格評価点の配分得点 技術評価点の配分得点 

160 点 40 点 

120 点 

うち基礎点 20 点 

うち加点 100 点 

 

４ 価格評価点 

価格評価点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じた値に、価格評価点の配分得点を乗

じて得た数値（小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位止めとする。）とする。 

価格評価点＝（１－入札価格／予定価格）×価格評価点の配分得点（40 点） 

 

５ 技術評価点 

技術評価点は、「令和８年度道外医師等移住ＰＲ冊子の制作・活用委託業務評価項目、評価基準及び

配点」（以下「評価基準」という。）に基づき、次のとおり評価を行う。 

なお、評価は、道が設置した当該委託業務の契約に係る総合評価審査会において審査する。 

(1) 基礎点評価 

評価基準に記載の評価項目のうち、必須項目について具備されているか否かを判定し、具備されて

いる場合は基礎点を与え、一項目でも不可と認めた場合は他の配分得点に関わらず失格とする。 

 (2) 加点評価 

評価基準に記載の評価項目のうち、必須項目以外の項目について、その提案内容に応じて評価基準

に示す点数の範囲内でそれぞれ加点する。評価は、総合評価審査会の各構成員の採点の平均点をもっ

てその得点とする。（小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位止めとする。） 

  



令和８年度道外医師等移住ＰＲ冊子の制作・活用委託業務評価項目、評価基準及び配点 

 

評価の対象項目 評価基準 評価 

区分 

配点 

基礎点 加点 計 

（１）実施体制・業務遂行能力     

 
① 業務の実施体

制 

業務実施に必要かつ十分な体制であるか 必須 10 点  

20 点  事業目的の達成のために、人数や練達の人員

が確保されているか 
  10 点 

 

② 専門的な知識 

過去に類似業務の実績等があるなど、医師・

看護師・薬剤師の確保や移住につて、必要な

専門知識・技術を有しているか 

  10 点 10 点 

（２）事業内容     

 

①実施スケジュー

ル 

事業実施のスケジュールは妥当で実現性が

あるか 
必須 10 点  

20 点 
 上記スケジュールが業務を効率的かつ効果

的に実施できる実効性の高いものであるか 
  10 点 

 

②冊子の活用によ

るＰＲプランの内

容 

特に子育て世代の道外在住医師等（以下「タ

ーゲット」という。）のニーズや行動特性等

の分析に基づくＰＲプランであるか 

  10 点 

30 点 

 ターゲットの北海道への移住の関心を喚起

し、行動を促す内容であるか 
  20 点 

 

③冊子の企画構成

等 

判型及び表紙のデザイン案、紙面のレイアウ

ト及び本文の構成・内容は、ターゲットに道

内医療機関や地域の魅力を効果的に伝える

ことができる内容であるか 

  10 点 

30 点  冊子に掲載する医療機関の募集及び地域の

情報等の収集方法について、適確かつ効率的

な手法であるか 

  10 点 

 配布計画は事業の目的を達成するために十

分な内容であるか 
  10 点 

 ④他の広報媒体の

活用 

各種広報媒体を活用または組み合わせ、効果

的に情報発信できる内容であるか 
  10 点 10 点 

合 計 20 点 100 点 120 点 

 

【配点方法】 

上記の配点については、次に示す基準に基づき審査する。 

 特秀 優 良 可 不可 

必須項目 基礎点 － － － 10 点 失格 

上記以外 加点 
配点 20 点 20 点 15 点 10 点 5 点 0 点 

配点 10 点 10 点 8 点 5 点 1 点 0 点 

 


